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新旧対照表 （建築基準法の規定により各区域を所管する建築主事の指定） 

現   行  改 正 案 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項の規定による確認に関する事務（建築確認の手

続、建築基準の特例等を定める規則（昭和37年兵庫県規則第92号）第22条第１項第１号に係るものに

限る。）について、同法第４条第７項の規定により、次のように所轄区域を分けてその区域を所管す

る建築主事を指定し、昭和50年４月１日から施行する。 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項の規定による確認に関する事務（建築確認の手

続、建築基準の特例等を定める規則（昭和37年兵庫県規則第92号）第22条第１項第１号に係るものに

限る。）について、同法第４条第９項の規定により、次のように所轄区域を分けてその区域を所管す

る建築主事を指定し、昭和50年４月１日から施行する。 

昭和46年兵庫県告示第442号の12（建築基準法の規定により各区域を所管する建築主事の指定）は、

昭和50年３月31日限り、廃止した。 

 昭和46年兵庫県告示第442号の12（建築基準法の規定により各区域を所管する建築主事の指定）は、

昭和50年３月31日限り、廃止した。 

 所管する区域 指定建築主事    所管する区域 指定建築主事  

 川辺郡 阪神北県民局勤務建築主事    川辺郡 阪神北県民局勤務建築主事  

 加古郡 東播磨県民局勤務建築主事    加古郡 東播磨県民局勤務建築主事  

 西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可

郡 

北播磨県民局勤務建築主事    西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可

郡 

北播磨県民局勤務建築主事  

 相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 神崎郡 揖

保郡 赤穂郡 佐用郡 

中播磨県民センター勤務建築主事    相生市 たつの市 赤穂市 宍粟市 神崎郡 揖

保郡 赤穂郡 佐用郡 

中播磨県民センター勤務建築主事  

 豊岡市 養父市 朝来市 美方郡 但馬県民局勤務建築主事    豊岡市 養父市 朝来市 美方郡 但馬県民局勤務建築主事  

 丹波篠山市 丹波市 丹波県民局勤務建築主事    丹波篠山市 丹波市 丹波県民局勤務建築主事  

 洲本市 南あわじ市 淡路市 淡路県民局勤務建築主事    洲本市 南あわじ市 淡路市 淡路県民局勤務建築主事  

備考 県民局及び県民センター勤務の建築主事が出張、休暇、疾病等により長期不在とな

り職務が遂行できない期間は、この表の区分にかかわらず、必要に応じて兵庫県まちづくり

部勤務の建築主事がその職務を行う。 
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